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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

平成28年12月２日（金）議事日程 

開 会・開 議（午前10時） 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定 

 日程第３  議案の一括上程（市長の提案理由説明） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開会 

○議長（松尾勝利君） 

 おはようございます。ただいまから平成28年鹿島市議会12月定例会を開会いたします。 

 それでは、直ちに本日の会議を開きます。 

 日程は、お手元の日程表どおりといたします。 

      日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（松尾勝利君） 

 まず、日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に、13番福井正議員、14番松尾征子議員、15番光武学議員を指名いたしま

す。 

      日程第２ 会期の決定 

○議長（松尾勝利君） 

 次に、日程第２．会期の決定を議題といたします。 

 今期定例会の会期は、お手元の会期日程（案）のとおり、本日12月２日から22日までの21

日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松尾勝利君） 

 御異議ないものと認めます。よって、会期は21日間と決定いたしました。 

 この際、事務局長をして諸般の報告をいたさせます。有森事務局長。 

○議会事務局長（有森弘茂君） 

 おはようございます。諸般の報告をいたします。 

 本日招集の12月定例会に市長から議案16件の提出がありました。議案番号及び議案名は、

お手元に配付しております議案書の目次に記載のとおりであります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

      日程第３ 議案の一括上程（市長の提案理由説明） 

○議長（松尾勝利君） 
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 次に、日程第３．議案の一括上程であります。 

 議案第74号から議案第89号までの16議案を一括して上程いたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。口市長。 

○市長（口久俊君） 

 おはようございます。急な寒さも落ちついたようですけれども、皆さんお変わりないで

しょうか。 

 それでは、本日、ここに鹿島市議会平成28年12月定例会を招集し、諸案件につきまして御

審議をお願いするものでございますが、議案の提案に先立ちまして、鹿島市を取り巻く最近

の情勢や今後の主要な施策について申し上げます。 

 本年も残すところ、あと一月ほどになりましたが、ことしは年の初めから天候不順が続い

たり、地震による自然災害が重なるなど、自然の脅威を実感させられた年として記憶される

でしょう。 

 ことしは鹿島市としてこれまで取り組んだことの幾つかについて、一定の成果があらわれ

ました。 

 例えば、肥前浜宿の２地区が同時に国の重要伝統的建造物群保存地区としての選定を受け

てから、ことしは10周年という記念すべき年を迎えました。 

 この10周年をお祝いする式典は、「肥前浜宿秋の蔵々まつり」の前日の10月22日に開催を

し、市民の皆様のみならず、文化庁や学識者、全国の町並み保存の先進地から多くの方々に

もお越しいただき、10年の年月を振り返るとともに、将来に向けたまちづくりを考える機会

ともなりました。 

 また、昨年５月に「肥前鹿島干潟」がラムサール条約湿地に登録されて１年が経過をいた

しました。今年度はこれからの方向性を定めていく重要な年と位置づけており、区長会や地

区振興会、産業団体、環境団体などの関係者の皆様に御参加いただき、「鹿島市ラムサール

条約推進協議会」を発足させていただきました。現在、協議会では「肥前鹿島干潟保全・利

活用計画」の策定中でございます。 

 さらに、全国に公募をいたしておりました「肥前鹿島干潟ロゴマーク」については、集

まった304点の作品の中から選考を行い、去る11月12日に開催しました「ラムサール条約１

周年記念シンポジウム」で発表させていただきました。 

 今後はロゴマークを活用して肥前鹿島干潟のＰＲを行うとともに、有明海の海産物と絡め

たラムサールブランドの確立を図っていきたいと考えております。 

 次に、「安全・安心で暮らしやすいまちづくり」の一環として進めてきた「鹿島新世紀セ

ンター」が落成し、９月下旬から環境下水道課、水道課、さらには杵藤農林事務所と順次移

転をし、それぞれ業務を開始しております。 

 その中で、防災情報伝達システムにつきましては、各家庭への告知放送受信機の設置が進
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み、運用を開始しておりますが、これからは自主防災組織など地域で助け合う体制を整備し

ていく必要性を感じているところでございます。 

 さて、全国的な関心を集めているＴＰＰについては、これまでの経過や主要国アメリカの

動向にも不透明さが加わり、これまで以上に目配りをしながら今後の対策を考えていかなけ

ればなりません。 

 そこで、ＴＰＰや農業後継者問題、新たな農政の方向性などの課題に対応し、農業新時代

に向けた取り組みを推進していくために、庁内に「鹿島市緊急農業振興プロジェクト」を立

ち上げました。 

 そこで、ことしの農産物の状況とあわせて、鹿島市緊急農業振興プロジェクト会議につい

て申し上げます。 

 ことしは年初から天候不順に悩まされて、夏場の高温少雨により農作物の生育が心配され

ましたが、水稲においては作況指数101と平年並みの収穫量が確保できているところでござ

います。 

 しかしながら、平成28年産タマネギにつきましては、１月の低温により大幅に生育が抑制

され、春先からは「べと病」の発生が確認されるようになりました。この「べと病」は近年

まれに見る大発生となり、ことしは収穫量の減少や品質低下など大きな影響が出ております。

平成29年産については「べと病」の発生を抑制するため、防除などの対策を講じ、安定生産

を目指していくこととしております。 

 ミカンについては、夏の高温等により品質の低下や玉太りが懸念されておりましたが、わ

せ系品種ではやや小玉傾向での収穫ではあるものの、単価的には平年並みの水準となってお

ります。今後はさらに品質向上等により、産地名声の向上について方策を考えていかなけれ

ばならないと思っております。 

 さて、農業農村を取り巻く情勢を見てみますと、今年度は農業委員会制度の改正に始まり、

稼ぐ農業への転換、ＴＰＰ参加への国会承認、農協制度の改革など、新たな農政改革が進ん

でおります。 

 このような状況に対して、しっかりとした目標を設定し、さらには新規就農者、そして女

性農業者、さらに中核的農業者が「やりがいのある稼ぐ農業」に取り組んでいただくため、

去る11月２日、先ほど申し上げました「鹿島市緊急農業振興プロジェクト会議」を発足いた

しました。この会議では、「ＴＰＰ対策へ向けた取り組み」「新しい農地制度への対応」

「中山間地の農業振興対策」「鳥獣被害防止対策」の課題を中心に、現場の意見を聞き、状

況を把握した上で生きた施策となるよう、また、「稼ぐ農業・もうける地域農業」を目指し

ていけるようにと、活動を開始したところでございます。 

 今後は本市の特徴を生かし、現場に根づいた農業施策に取り組んでいかなければならない

と考えております。 
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 次に、新世紀センター及びＣＡＴＶ屋内放送システムについて申し上げます。 

 ９月14日に行いました鹿島新世紀センター落成式につきましては、議員の皆様方を初め、

多くの皆様に御参列いただいたところでございます。この場をおかりしまして厚くお礼を申

し上げます。 

 その後は、先ほども申し上げましたとおり、各機関が順次移転をし、業務を行っていると

ころでございますが、このセンターにつきましては、防災機能とライフライン機能を持つこ

と、それに県の出先の事務所が入るということで非常に注目を集め、全国各地から行政視察

にお見えいただいております。 

 また、現在、各家庭に整備しておりますＣＡＴＶ屋内放送システムにつきましても、整備

ができた地区から順次試験放送をした後、運用を開始いたしました。このＣＡＴＶ屋内放送

とあわせて、屋外の防災行政無線の運用に関しましては、一定の基準が必要になろうかと思

います。例えば、放送内容として、土砂災害や台風などの気象警戒情報、災害が発生し、ま

たは発生するおそれがある場合に発する避難準備、避難勧告情報、そして、市民の生命、財

産にかかわる緊急かつ重要なもの、それから、地区の行事や学校行事に関するものなどがご

ざいます。 

 現在、市民の生命等に危害が及ぶおそれがある事案等における放送基準について、市と鹿

島警察署とで協議を行っております。例を挙げますと、殺人、強盗事件が発生し、被疑者が

逃走したというような場合や行方不明の事案、にせ電話詐欺、それにイノシシや猿の出没な

ど、人身被害に発展するおそれがあるものなどにおいて、具体的な事例を挙げて、周知、広

報の判断基準を定めているところでございます。 

 基本的には、公共性があり、地域全体、または自治会内に伝達する必要性があるものと

なってきますが、これらとあわせて、地域のコミュニティーにもできるだけ活用し、地域の

皆様への情報提供に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、ＣＡＴＶ屋内放送システムにつきましては、この後、御説明いたしますが、工事に

関する契約変更の議案を提出いたしております。 

 次に、防災情報伝達システム整備工事（ＣＡＴＶ屋内放送システム分）の請負契約の変更

について申し上げます。 

 先ほど申し上げましたとおり、このＣＡＴＶ屋内放送システムにつきましては既に運用を

開始しております。 

 整備に当たっては、昨年から各地区において住民説明会を実施し、また、市報等で各家庭

への告知放送受信機の設置を呼びかけ、本年10月31日をもって一旦は設置に対する同意書の

提出を締め切ったところでございます。これにより全世帯の約９割弱が設置をすることとな

る見込みでございますが、締め切り後におきましても設置に対する問い合わせや申し込みを

希望される市民の方がいらっしゃいます。そこで、市民の皆様の安全・安心のため、今回の
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整備工事でできる限り広くカバーする、そういう形で対応したく、工期の延長をお願いする

ものでございます。 

 市民の皆様、議会の皆様におかれましては、御理解と御協力くださいますようお願いを申

し上げます。 

 次に、鹿島市子ども教育大綱について申し上げます。 

 本年６月６日に総合教育戦略会議を開催し、その中で教育大綱の中に盛り込まれた各種施

策をいかに展開していくのかなど確認したところでございます。 

 そこで、課題として取り上げられた中で、教職員の多忙化、家庭教育・しつけ、教育委員

会委員の定数、教育委員会としての活動ＰＲなどの課題があり、これらにつきまして、まず

は教育委員会内部で検討していただき、その結果を11月４日の総合教育戦略会議の中で報告

をしていただき、その後、議論をいたしました。特に教職員の皆さんの多忙化につきまして

は、以前と比較しまして報告書の作成にとられる時間や、それにパソコン等の導入に伴って

の時間を多く費やすといった状態になっているようでございます。 

 これらの課題につきましては、すぐに解決できるというようなことでもございませんが、

本日午後も会議を開催する予定にしており、引き続き議論を重ねてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、「全国学校給食甲子園」について申し上げます。 

 学校給食甲子園は、学校給食で提供されている郷土を代表する地場産物の生かし方を競い

ながら、食育を啓発するとともに、地産地消の奨励を目的として開催される大会でございま

す。 

 ごらんになった方もおられるかもしれませんが、本日の朝日新聞にこのことが大きく取り

上げられております。 

 ことしで第11回目を迎えるこの大会は、全国から2,004校の応募があり、その中の残りま

した12校が、あす12月３日から４日にかけて東京の女子栄養大学駒込キャンパスで行われま

す全国決勝大会に出場することとなりました。 

 この全国大会に九州・沖縄ブロック代表として、昨年に引き続き鹿島市立学校給食セン

ターが出場することになっております。 

 今大会に臨む料理は、ムツゴロウの粉末や、ばら干しノリ、佐賀みかん、甘酒など鹿島や

佐賀の食材を生かした献立となっており、学校給食センターとしては、全国大会を通じて地

元食材のＰＲに努めるとともに、市内小・中学校にも今回の献立による給食を提供したこと

で、子供たちに地元の自然の恵みを紹介する機会にもなりました。 

 この大会での健闘とともに、この機会が食育の啓発、地産地消の奨励につながっていくこ

とを期待しているところでございます。 

 それでは、提案いたしました案件につきまして、その概要を説明いたします。 
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 議案は条例改正６件、補正予算６件、土地改良事業の計画１件、指定管理者の指定２件、

請負契約の変更１件の合計16件でございます。 

 初めに、条例改正に関する議案６件について申し上げます。 

 議案第74号 鹿島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて申し上げます。 

 働きながら育児、介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、国家公務員の休暇等に関

する規定が改正をされました。これに準じて、職員の休暇について介護時間の新設などの改

正を行うものでございます。 

 次に、議案第75号 鹿島市特別職の職員で非常勤のものの報酬並びに費用弁償支給条例の

一部を改正する条例の制定について申し上げます。 

 これは国において農地利用最適化交付金が新規計上されたことに伴い、農業委員会の委員

及び農地利用最適化推進委員の報酬について、年額報酬のほかに、実績に応じた加算額を支

給するため、条例を改正するものでございます。 

 次に、議案第76号 一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて申し上げます。 

 雇用保険法等の一部改正に伴い、職員の退職手当のうち「失業者の退職手当」として支給

しているものについて、65歳以降に雇用される職員についてもその対象とするよう改正する

ものでございます。 

 続いて、議案第77号 鹿島市税条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます

が、これは地方税法等の一部改正に伴い、税条例、国民健康保険税条例等について所要の改

正を行うものでございます。 

 次に、議案第78号 鹿島市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制

定について申し上げます。 

 子どもの医療費助成につきましては、現在、小学校就学前の乳幼児は現物給付方式で、

小・中学生の児童は償還払い方式で助成を行っておりますが、これを平成29年４月１日から、

子育て支援の充実を図るため、保護者の皆様の窓口負担額及び申請手続の負担を軽減し、現

物給付方式に統一することにいたしますので、それに伴い、条例を改正するものでございま

す。 

 条例改正に関する議案の最後として、議案第79号 鹿島市廃棄物の処理及び清掃並びに浄

化槽に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。 

 これは一般廃棄物処理業者による一般廃棄物の処理に係る手数料の納入先が変更となるこ

となどに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 続きまして、補正予算に関する議案６件について申し上げます。 

 まず、議案第80号 平成28年度鹿島市一般会計補正予算（第４号）について申し上げます。 
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 今回の補正は、国の第２次補正予算成立に伴う各種事業の経費を初め、事業確定に伴う経

費の増減などについて計上いたしており、予算の総額に673,211千円を追加し、補正後の総

額を14,797,507千円といたすものでございます。 

 歳入につきましては、普通交付税額の確定により増額計上いたしておりますほか、各種事

業の決定、追加などに伴う国県支出金、負担金を増額計上いたしております。 

 歳出のうち主なものとしましては、民生費では「保育所等業務効率化推進事業費」を、農

林水産業費では「さがの米・麦・大豆競争力強化対策事業費」や「タマネギべと病緊急特別

対策事業費」を新規で計上し、障害者施設給付費や保育所運営事業費を増額計上いたしてお

ります。 

 さらに、エスティ工業株式会社様、藤津石油株式会社様、東亜工機株式会社様から御寄附

をいただいております。また、図書購入の指定寄附もいただいておりますので、それぞれ御

寄附の趣旨に従い、有効に活用させていただくことといたしております。 

 基盤整備促進事業（圃場整備）など４事業につきましては、国の補正予算によるものや適

正な工期を確保するためなどの理由から、一部を平成29年度に繰り越して支出する必要があ

るため、繰越明許費もあわせて提出をいたしております。 

 次に、議案第81号 平成28年度鹿島市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て申し上げます。 

 今回の補正の主なものとしましては、歳入において、雑入に消費税及び地方消費税還付金

を増額し、歳出において、公共下水道管理費に雨水ポンプ場メール配信設備設置工事の増額

などを計上いたしております。 

 次に、議案第82号 平成28年度鹿島市谷田工場団地造成・分譲事業特別会計補正予算（第

１号）について申し上げます。 

 今回の補正は、歳入において、谷田工場団地の土地売払収入を増額し、歳出においては、

土地売り払いに伴う土地測量・分筆登記申請業務及び通路設置等に係る工事費を増額するも

のでございます。 

 次に、議案第83号 平成28年度鹿島市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について

申し上げます。 

 今回の補正は、主に歳入において、共同事業交付金を増額し、一般会計繰入金を減額、歳

出において、総務費の人件費を減額し、保険給付費を今後の見込みにより増額、そして、財

源調整のため予備費を増額するものでございます。 

 次に、議案第84号 平成28年度鹿島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て申し上げます。 

 今回の補正は、歳出のうち職員の人件費を増額し、これに伴い、歳入で一般会計繰入金を

増額いたすものでございます。 
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 補正予算に関する議案の最後に、議案第85号 平成28年度鹿島市給与管理特別会計補正予

算（第１号）について申し上げます。 

 今回の補正は、給与改定などに伴い、給与費を増額いたすものでございます。 

 次に、議案第86号 鹿島市営土地改良事業（西葉地区）の計画について申し上げます。 

 これは市営土地改良事業として水路整備工及び暗渠排水工の事業を行うに当たり、その事

業の計画について、土地改良法第96条の２第２項の規定により議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 続いて、議案第87号及び議案第88号、指定管理者の指定２件について申し上げます。 

 今回提案いたしております鹿島市東部地区デイサービスセンター及び鹿島市自然の館につ

きましては、いずれも現在、指定管理者による管理をお願いしておりますが、指定期間が平

成29年３月31日までとなっております。 

 平成29年４月１日からも引き続きそれぞれを同じ団体に管理をお願いしたいので、地方自

治法及び鹿島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、議会

の議決を求めるものでございます。 

 最後に、議案第89号 防災情報伝達システム整備工事（ＣＡＴＶ屋内放送システム分）の

請負契約の変更について申し上げます。 

 これは地方自治法の規定に基づき議会の議決を受けておりました請負契約の締結について、

議決をいただいた内容について変更する必要が生じましたので、改めて議会の議決を求める

ものでございます。 

 内容としましては、先ほど申し上げましたとおり、設置希望の皆さんのお声にお応えする

ための工期の延長に係るものでございます。 

 以上、提案をいたしました議案の概要について説明をいたしましたが、詳細につきまして

は、御審議の際、担当の部長、または課長が説明いたしますので、よろしく御審議をいただ

きますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（松尾勝利君） 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 明３日から７日までの５日間は休会とし、次の会議は８日午前10時から開き、議案審議を

行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前10時30分 散会 


